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（
参
考
）
送
信
装
置
の
出
力
端
子
に
誘
起
す
る
高
周
波
電
圧
の
測
定
器
を
定
め
る
件
の
新
旧
告
示
対
照
表

（
傍
線
部
分
が
変
更
部
分
）

新

旧

○
総
務
省
告
示
第

号

○
郵
政
省
告
示
第
百
三
十
一
号

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
四
十
六
条

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
四
十
六
条

の
二
第
一
項
第
二
号
の
⑶

の
規
定
に
基
づ
き
、
送
信
装
置
の
出
力
端
子
に
誘
起
す
る
高

の
二
第
一
項
第
三
号
の
⑴

の
規
定
に
基
づ
き
、
送
信
装
置
の
出
力
端
子
に
誘
起
す
る
高

(二)

(五)

周
波
電
圧
の
測
定
器
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

周
波
電
圧
の
測
定
器
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

な
お
、
昭
和
六
十
二
年
郵
政
省
告
示
第
百
三
十
一
号
（
送
信
装
置
の
出
力
端
子
に
誘
起

す
る
高
周
波
電
圧
の
測
定
器
を
定
め
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
五
年

月

日

昭
和
六
十
二
年
三
月
九
日

郵
政
大
臣

唐
沢
俊
二
郎

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

検
波
方
式
が
準
尖
頭
値
検
波
方
式
で
あ
り
、
各
測
定
周
波
数
帯
に
お
け
る
応
答
特
性

検
波
方
式
が
準
尖
頭
値
検
波
方
式
で
あ
り
、
各
測
定
周
波
数
帯
に
お
け
る
応
答
特
性

は
、
次
の
表
に
示
す
基
本
特
性
を
有
す
る
こ
と
。

は
、
次
の
表
に
示
す
基
本
特
性
を
有
す
る
こ
と
。

基

本

特

性

基

本

特

性

一
〇

を
超
え
一
五

一
五
〇

を
超
え
三

一
〇

を
超
え
一
五

一
五
〇

を
超
え
三

kHz

kHz

kHz

kHz

項

目

項

目

〇

以
下
の
測
定
周

〇

以
下
の
測
定
周

〇

以
下
の
測
定
周

〇

以
下
の
測
定
周

kHz

MHz

kHz

MHz

波
数
に
お
け
る
も
の

波
数
に
お
け
る
も
の

波
数
に
お
け
る
も
の

波
数
に
お
け
る
も
の

検
波
器
よ
り
前
の
段
の
六
デ
シ
ベ
ル

検
波
器
よ
り
前
の
段
の
六
デ
シ
ベ
ル

二
〇
〇
ヘ
ル
ツ

九
キ
ロ
ヘ
ル
ツ

二
〇
〇
ヘ
ル
ツ

九
キ
ロ
ヘ
ル
ツ

低
下
の
通
過
帯
域
幅

低
下
の
通
過
帯
域
幅

検
波
器
の
充
電
時
定
数

四
五
ミ
リ
秒

一
ミ
リ
秒

検
波
器
の
充
電
時
定
数

四
五
ミ
リ
秒

一
ミ
リ
秒

検
波
器
の
放
電
時
定
数

五
〇
〇
ミ
リ
秒

一
六
〇
ミ
リ
秒

検
波
器
の
放
電
時
定
数

五
〇
〇
ミ
リ
秒

一
六
〇
ミ
リ
秒

指
示
計
の
機
械
的
時
定
数

一
六
〇
ミ
リ
秒

一
六
〇
ミ
リ
秒

指
示
計
の
機
械
的
時
定
数

一
六
〇
ミ
リ
秒

一
六
〇
ミ
リ
秒

検
波
器
よ
り
前
の
段
の
過
負
荷
係
数

検
波
器
よ
り
前
の
段
の
過
負
荷
係
数
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（
入
出
力
特
性
が
直
線
性
か
ら
一
デ

（
入
出
力
特
性
が
直
線
性
か
ら
一
デ

シ
ベ
ル
離
れ
る
と
き
の
入
力
値
対
指

二
四
デ
シ
ベ
ル

三
〇
デ
シ
ベ
ル

シ
ベ
ル
離
れ
る
と
き
の
入
力
値
対
指

二
四
デ
シ
ベ
ル

三
〇
デ
シ
ベ
ル

示
計
が
表
す
最
大
値
の
比
。
以
下
同

示
計
が
表
す
最
大
値
の
比
。
以
下
同

じ

）

じ

）

。

。

検
波
器
と
指
示
計
器
の
間
に
挿
入
す

検
波
器
と
指
示
計
器
の
間
に
挿
入
す

六
デ
シ
ベ
ル

一
二
デ
シ
ベ
ル

六
デ
シ
ベ
ル

一
二
デ
シ
ベ
ル

る
直
流
増
幅
器
の
過
負
荷
係
数

る
直
流
増
幅
器
の
過
負
荷
係
数

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


